
令和２年５月１８日

保護者 様

栃木市教育委員会教育長 青木千津子

栃木市立栃木西中学校長 小林 勇夫

新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業期間の再延長及び夏季休業期間の

短縮について（お願い）

日頃より子どもたちの健康・安全についてご協力いただきありがとうございます。

さて、国の緊急事態宣言の延長を受け、本市の臨時休業期間を再度延長いたします。

また、長期に渡る臨時休業期間に対する学びの保障として、授業時数確保のために夏季

休業期間を短縮いたします。

つきましては、今後の対応について下記のとおりといたしますので、下記内容を理解い

ただき、お子様へのご指導も含めてご対応をお願い申し上げます。

記

１ 再延長休業期間

令和２年５月１８日（月）～令和２年５月３１日（日）

２ 二者面談について

学校再開に向けて、生徒の不安解消などを支援するために、５月２１日(木)・２２日

(金)・２５日(月)・２６日(火)に二者面談を実施する。詳細については、別紙参照。

３ 学校再開に向けた学年別登校

①１年生：５月２７日(水) １３時３０分登校。１４時３０分下校予定。

※自転車点検後に順次下校。

②２年生：５月２８日(木) １３時３０分登校。１５時００分下校予定。

③３年生：５月２７日(水)～２９日(金) 実力テストを実施する。

８時１０分登校。その他詳細については、別紙参照。

４ 休業期間後について

令和２年６月１日(月)は、午前中第３校時(授業：月６･１･２)まで実施し、給食をと

らず下校とする。６月２日(火)から給食有りの通常登校とする。

５ 夏季休業期間

令和２年８月１日（土）～令和２年８月１６日（日）

６ 部活動等について

部活動については休業期間中は自粛とする。また、校庭の開放については、市の非常

事態宣言が解除されてから検討するが、体育館については開放しない。

なお、運動不足を補うために、自宅で行える運動等について、文科省やその他の機関

から出されているウェブ上事例等を参考に行うこと。

７ その他

休業期間中の分散登校時の欠席については、欠席扱いとはしない。
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